
（左斜め下から）イ、良好な景観の形成について 
 

①市民の安らぎとして、また観 

光客誘致にも役立つ良好な景 

観の形成と保全を目的とした 

景観条例の策定について 
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沼田市が全面取得したＧＢ２１ 

１．都市計画道路の計画変更に伴う対応について 

ア、計画廃止路線と重なっていた既存道路の整備に 

ついて 

①3・4・4恩田井土上線 4－1路線と重なっていた市 

道 19号恩田線の現在の幅員と今後の整備について 

②同市道にかかる金剛橋の建設後の年数と今後の整  

備計画について 

③3・5・3沼田真庭線と重なっていた市道 1117号谷地端上木田線、

1142号迦葉山線、1293号見城医院前通り線、1276号市営住宅十二

木団地線及び同線より南回り環状線に至る路線などの整備につい

て 
 

イ、計画廃止路線の周辺道路の整備について 

①3・5・4十王堂原田線 7－2路線に近接した市道 

1152号十王堂線の整備について 

②国道 120号から環状線北回りに抜ける市道 1161 

号市道農政橋通り線と 1175号消防東線の延長と 

整備について 
 

ウ、存続となった計画道路の建設について 

①国・県関係の事業実施の計画について 

②市関係の事業実施計画について 
 

２．沼田市総合計画及び環境基本計画に関連して 

ア、河川環境の整備について 

①市民や観光客に安らぎを与える場にするための城堀川(滝坂川)の

整備について              （右斜め上へつづく） 
 

平成３０年度第２回（６月）定例会は、６月８日から２０日

まで１３日間開催されます。一般質問は、１２人が通告し、６

月１２、１３、１４日の３日間行なわれます。ぜひ傍聴にお出

かけ下さい。 

井之川博幸市議 

＊６月議会に提案される主な議案について紹介します。 

 

○国保税の基礎課税額(医療分)の限度額が 54万円から 58万円

に引き上げになり、国保税が増額になりま)。また、5割軽減

の基準額が 27万円から 27万 5千円に、2割軽減の基準額が

49 万円から 50 万円に引き上げられ、国保税が減額になりま

す。 

○平成 30年度の一般会計及び特別会計 

などの補正予算が計上されます。 

〇沼田市税条例の一部を改正する条例。 

〇沼田市都市計画税条例の一部を改正す 

る条例。 

〇沼田市家庭的保育事業等の設備及び運 

営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例 

 市が老朽化した谷地端団地を解体し、多世代共生住宅として 

新たな市営住宅を建設する計画を進めていましたが、建築工事 

の入札が市内 5業者の参加で 5月 22日に行われ、(株)沼建が 2 

億 2,600万円で落札(落札率 99.46％)しました。今議会には、 

消費税を加えた 2億 4,408万円で請負契約を締結することに承 

認を求める議案が提出されます。 


